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（億円） 

資産の部 金額 負債及び資本の部 金額 内容（内訳） 

流動資産 ８１ 流動負債 １８６ 未払費用等 

固定資産 ３９，７１９ 固定負債 ４１，７９１  

 事業資産 ３８，８１７  債券・借入金 ３８，３１４ 民間     １７，９５４ 

  道路 ３５，５５３   政府     ２０，３６０ 

  鉄道施設 ３，２６５    本州四国連絡橋債券 ３１，８６９ 民間     １６，３６４ 

  建設仮勘定 ５６４   縁故債  １５，１６２ 

    政保債   １，２０３ 

有形固定資産 ２３１   政府     １５，５０４ 

     長期借入金 ６，４４５ 民間      １，５９０ 

繰延資産 １０７   政府      ４，８５６ 

      財投借入金 ４，０４８ 

    無利子借入金  ８００ 

    その他       ８ 

   その他 ３，４７７ 鉄道施設建設見返債務等 

  特別法上の引当金等 １２１ 鉄道施設管理引当金 

  （負債合計） ４２，０９７  

  資本金 ８，４５５ 国       ５，７０２ 

    地方      ２，７５３ 

  欠損金 ▲１０，６４６ 累積欠損金 

  （資本合計） ▲ ２，１９１  

資産合計 ３９，９０７ 負債・資本合計 ３９，９０７  

本四公団 Ｈ１３年度末貸借対照表  

本四公団の債務処理について   再提出資料１

※第２２回委員会（平成 14年 10月 4日）討議参考資料３の再提出
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○有利子債務を圧縮し、利払い負担を軽減する観点から、以下の措置を実施。 
 

 

平成１３年度予算における措置 

ａ）国・地方による出資：８００億円／年（国：地方＝２：１） 

（Ｈ２４年度までの１２年間で総額９，６００億円） 

ｂ) 国からの無利子貸付：８００億円／年  

（Ｈ２２年度までの１０年間で総額８，０００億円） 

      

平成１４年度予算における措置 

上記ｂ）を１，８００億円／年に増額 

（総額（８，０００億円）は変更せず、Ｈ１７年度までの５年間に前倒しで措置） 
 

 
 
※支援措置の効果（（  ）内は対前年度）  

 １２年度決算 １３年度決算 １４年度末見込み 

有利子債務残高の推移  ３．８４兆円 ３．７５兆円（約▲９２０億円）  ３．５４兆円（約▲２，０７０億円） 

支払利息 １，３７９億円 １，２５０億円（▲１２９億円）  １，０７７億円（▲１７３億円）  

これまで講じられてきた支援措置    
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○問題の核心は過大な債務。これを５０年以内で確実に返済する観点から、必要か

つ十分な支援措置を講ずるべき。 

○債務は、国の道路予算、関係地方公共団体の負担において処理することとし、道

路料金の活用も検討する（「特殊法人等整理合理化計画」）。  

 

 

 

 

 

 

 

本四公団債務処理にあたっての基本的考え方    

管理費等 ２４９ 

 
料金収入等 
８４３ 

 

 
 

費 用 収 益 

当期損失金 
６５５ 

支払金利 
１，２５０ 

※（参考）１３年度損益計算書              （単位：億円） 

過大な債務から発生する

金利負担を料金収入によ

って賄えず。 
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・イ）（債務切り離し処理）による対処 

・ロ）（既往の支援措置の拡充としての増資）による対処 

・イ）・ロ）の組み合わせによる対処            が考えられるか。 

 

 

（注）特殊法人等整理合理化計画（本四公団部分（抜粋）） 

「債務は、確実な償還を行うため、国の道路予算、関係地方公共団体の負担において処理することとし、道路料金の活用も検討する。」 

支援措置のイメージ    

保有・債務返済機構（承継分）  

国・関係地方公共団体  

道路料金（注） 

拡充 出資金 
約０．８兆円 

 

長期債務 

約 3.8 兆 
 
うち 
対民間 1.8 兆 
対政府 2.0 兆  

イ）  

ロ）  

Ｈ１３年度末現在  

（検討事項）  
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パターンC
①当初の債務切り離し処理を行わず、既存スキームに基づく

　　　国･地方の支援の延長・拡充によって処理
②本四道路は自らの料金収入をもって返済を継続

　【メリット】当初債務切り離し処理は不要となる。
　【デメリット】５０年以内の債務返済を前提とする場合、出資金
　　　　　　　の増額・出資期間の大幅延長は不可避

パターンB
①民営化当初に一定規模（α）の債務切り離し処理を実施
② a)既存スキームに基づく国･地方の出資（８００億円／年）を
　　　　一定期間（β）延長
または、
　　b) 地方の出資(２６７億円／年）のみ一定期間（β）延長
③本四道路は自らの料金収入をもって返済を継続

　【メリット】当初の債務処理額が一定程度に抑制される。
　【デメリット】切り離し債務の分担・出資金の延長を巡って調整が　
　　　　　　　難航するおそれあり

パターンA　
①民営化当初に大規模な債務切り離し処理を実施
②既存の支援スキームは、民営化後、打ち切り
③残った債務は本四道路が自らの料金収入をもって返済

【メリット】債務処理問題を民営化当初において一気に解決可能。
【デメリット】切り離し債務が巨額なものとなり、その分担を巡って
　　　　　　調整が難航するおそれあり。

切り離し（α）

切り離し

H15 H15 H25 H35 H45 H55 H65

H15 H15 H25 H35 H45 H55 H65

H15 H15 H65支援の延長（β）

債務処理のパターン（例）　　　　
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１．道路料金の活用につきどう考えるか。 

２．国の債務負担について 

①法律による手当てが必要（憲法８５条）。 

②国鉄長期債務・国有林野累積債務処理の例に鑑みれば、財投借入に係る繰上償還が問題となる。 

３．地方の債務負担について 

①地方に債務を「帰属」させることは、法律をもってしても当然にはなし得ない（住民投票による過半数の同意   

が立法措置の前提となる（憲法第９５条））。 

②任意の負担とする場合であっても、法律による手当ては必要（地方財政再建特別措置法第２４条） 

 

 

（参考） 

憲法第８５条（国費支出及び及び国の債務負担）  

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。  

憲法第９５条（地域特別立法の住民投票）  

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるとことにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、

国会は、これを制定することができない。  

地方財政再建促進特別措置法 第２４条第２項  

地方公共団体は、当分の間、国、独立行政法人、又は・・ ・日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団・・ ・に対し、寄

附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの・・ ・を支出してはならない。 

債務処理スキームの検討にあたっての留意点    
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○国・地方の出資について以下のように仮定した場合に、現行料金徴収期間内（～平成５８年度）

に返済を終えるために必要となる債務切り離し額を算出。  

（兆円） 

 国・地方の出資の仮定 

 Ｈ３４年度まで延長 

 

Ｈ１４年度で  

打ち切り 

Ｈ２４年度まで 

継続  国・地方が出資延長 地方のみ出資延長 

（参考） 

今後の出資（累計） 
 ０．８ １．６ １．０７ 

      

現行料金徴収期間

要・債務切り離し額  
２．４ １．７ １．２ １．５ 

 
【試算の前提】 

①金利４％、公租公課なし、交通量伸びなし  

②特別料金（基本料金の２０％オフ）を継続とした場合。  

③国・地方の出資は８００億円／年（国：地方＝２：１）。地方のみの出資は２６７億円／年。  

④国の無利子貸付（Ｈ１７年度までに８，０００億円）は、１４年度で打ち切るものと仮定。  

必要債務切り離し額に関する試算   
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○本四道路料金の水準についてどう考えるか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

○仮に本四道路の料金の引き下げを行う場合には、これに伴う減収分をカバーする必要が生

じることに留意が必要。必要となる財源について、どのように考えるか。  

 

※ １３年度料金収入 ８３３億円  

本四道路料金の水準について    

【本四道路料金表】                      （普通車 単位／円） 

 区間  基本料金 特別料金 

神戸淡路鳴門自動車道  神戸西～鳴門 ７，６００ ６，０５０ 

瀬戸中央自動車道  早島～坂出 ５，７００ ４，６００ 

西瀬戸自動車道 西瀬戸尾道～今治  ６，８００ ５，４５０ 

 



○１３年度末現在残高　約１．５２兆円（うち地方公共団体斡旋分１．４３兆円、それ以外０．０９兆円）

（参考）地方公共団体斡旋分（１．４３兆円）の引受先内訳 （単位：百万円）

引受先 都市銀行 長信銀 地方銀行 第２地銀 信託銀行 県信連 信用金庫 生命保険 損害保険 個人 その他 合計

470,997.6 3,867.5 429,172.4 223,572.2 28,898.4 147,912.3 57,028.9 42,634.0 9,582.0 274.7 15,201.6 1,429,141.6
(33.0%) (0.3%) (30.0%) (15.6%) (2.0%) (10.3%) (4.0%) (3.0%) (0.7%) (0.0%) (1.1%) (100.0%)

○１３年度発行額５７０億円
５年債（１２年度までは１０年債）。
金利　：　１．９％（公募地方債金利（５年債）＋１．３％）

○本四公団の債務処理にあたって留意すべき事項

（注１）

（注２） 国鉄長期債務処理にあたっての鉄道債券の取扱いについて

第１６条
第２６条 　国鉄の事業を承継する全ての法人と清算事業団とが連帯して鉄道債券の償還・利払いを行うべきこと。

本四公団の縁故債について

　国は、清算事業団の債務・利払いの確実かつ円滑な実施を図ること。

鉄道債券は市場に流通し、その保有者の特定が容易でないばかりか、既発行額も約１１兆円と大きかったことから、事前に鉄道債券の保有者の承
認を取り付けることなく債券に係る承継先を決め、一定の事項を法定（※）することで、債権者を保護し、異議が生じないよう措置。

本四公団の縁故債は無記名債券で、一部は市中で流通（不特定多数の投資家が保有。証券会社の店頭では本四公団縁故債流通利回りの気配値を表
示）。

本四公団の債務は、国、関係地方公共団体に承継させる場合であれ、新組織へ承継させる場合であれ、債権者保護の観点から法的
な措置が必要となると考えられる。

（※）日本国有鉄道改革法

　 ※１４年度発行予定額　　５１８億円
　　 １５年度要求　　　　　　　　０
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本四縁故債等の国債とのスプレッド（流通利回り格差）の推移
（平成１４年１０月２日現在）
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